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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
八
十
九
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
三
田
一
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和3年1月12日（火曜日）東 京 都 公 報（第17252号） ２

◉
東
京
都
告
示
第
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
九
百
五

十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
西
加
平
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17252号）東 京 都 公 報令和3年1月12日（火曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
一
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
文
京
区
湯
島
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化

ひ

合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和3年1月12日（火曜日）東 京 都 公 報（第17252号） ４

◉
東
京
都
告
示
第
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
五

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
六
町
四
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17252号）東 京 都 公 報令和3年1月12日（火曜日）５

◉
東
京
都
告
示
第
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
八
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更

新
を
し
た
の
で
、
法
第
十
八
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
の
有
効
期
間

の
更
新
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
以
下
「
更
新
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社

二

更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

港
区
元
赤
坂
一
丁
目
六
番
六
号

三

更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

青
山

幸
恭

◉
東
京
都
告
示
第
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

港
区
元
赤
坂
一
丁
目
六
番
六
号

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

青
山

幸
恭

◉
東
京
都
告
示
第
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

大
田
調
布

二

変
更
の
区
間

世
田
谷
区
玉
堤
二
丁
目
二
千
六
百
九
十
六
番
四

地
先
か
ら
同
区
野
毛
一
丁
目
三
百
五
十
九
番
二

地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
三
家

新
宿
区
新
宿
一
丁
目
七
番
二
号

八
代

從
道

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
九
）
第
九
四
四
七
三
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
く
許
可
の
取
消

し
四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

被
処
分
者
は
、
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

一

処
分
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
サ
ン
キ
ョ
ウ
建
設

中
野
区
若
宮
三
丁
目
一
番
十
七
号

岡

由
浩

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
八
）
第
一
四
六
三
四
〇
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

営
業
所
の
所
在
地
又
は
建
設
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な
い
事

実
を
公
告
し
、
そ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処

分
者
か
ら
申
出
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の

二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法

第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

キ
ュ
ー
テ
ッ
ク
株
式
会
社

中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
三
丁
目
十
三
番
一
号
高
森
建
物
一
階

金
子

和
彦

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
九
）
第
一
四
七
一
五
五
号

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
行
、
施
行
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
行
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で
の
七
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

キ
ュ
ー
テ
ッ
ク
株
式
会
社
は
、
鹿
児
島
県
伊
佐
市
内
の
電
気
工

事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
建
設
業

を
営
む
者
と
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七

十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
で
定
め
る
軽
微
な
建
設
工
事
の
範

囲
を
超
え
て
、
下
請
契
約
を
締
結
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
。

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

合
同
会
社
コ
ス
モ
総
業

葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
二
十
九
番
五
号

佐
々
木

昇

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

三
〇
）
第
一
四
八
八
〇
一
号

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た
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か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
行
、
施
行
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
行
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

合
同
会
社
コ
ス
モ
総
業
は
、
平
成
三
十
年
四
月
三
日
、
埼
玉
県

所
沢
市
内
の
工
事
に
お
い
て
、
合
同
会
社
コ
ス
モ
総
業
か
ら
他
の

法
人
に
派
遣
し
、
そ
の
法
人
の
指
揮
命
令
下
で
作
業
を
行
わ
せ
て

い
た
労
働
者
が
負
傷
し
、
四
日
以
上
休
業
し
た
。

こ
の
た
め
、
合
同
会
社
コ
ス
モ
総
業
は
、
遅
滞
な
く
所
沢
労
働

基
準
監
督
署
長
に
対
し
、
労
働
者
死
傷
病
報
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
こ
れ
を
せ
ず
、
も
っ
て
法
令
の
定
め
る
報

告
を
し
な
か
っ
た
。

以
上
の
内
容
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五

十
七
号
）
第
百
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十

七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
九
十
七
条
第
一
項
に
違
反
し
、
合

同
会
社
コ
ス
モ
総
業
と
代
表
社
員
が
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
Ｋ
・
Ｉ

品
川
区
東
大
井
六
丁
目
四
番
六
号

兼
村

健
吉

許
可
な
し

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
行
、
施
行
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
行
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で
の
四
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
Ｋ
・
Ｉ
は
、
東
京
都
港
区
内
の
複
数
の
店
舗
内
装
工

事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
建
設
業

の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
業
法
施
行
令

第
一
条
の
二
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
請
負
契
約
を
締
結
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。
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東

京

都

東
京
都
新
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区
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宿
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丁
目
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番
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号

電
話

〇
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代
）
郵便番号
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号
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円
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会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
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